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審査意⾒への対応を記載した書類（本⽂）（６⽉） 

（⽬次） 東京医科⼤学⼤学院看護学研究科 

【設置の趣旨・⽬的等】 
１． ３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アド

ミッション・ポリシーをいう。以下同じ。）について、以下の点を明確にす
るとともに、必要に応じて適切に改めること。なお、3 つのポリシーの整合
性については、対応関係が明確になるよう、図や表を⽤いるなどにより、明
確かつ具体的に説明すること。 

 
（１）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の「資料４」において DP と CP

の対応関係が⽰されているが、CP1 についてはいずれの DP とも対応して
いない。また、「設置の趣旨等を記載する書類（本⽂）」においても、DP と
CP の関係についての記載が⾒受けられないことから、ディプロマ・ポリシ
ーを踏まえた適切なカリキュラム・ポリシーが設定されているとは判断で
きない。このため、ディプロマ・ポリシーに整合したカリキュラム・ポリシ
ーが適切に設定されていることについて明確かつ具体的に説明するととも
に、必要に応じて適切に改めること。 

 
（２）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）の「【資料２】3 つのポリシーと教

育課程の相関」について本資料は３つのポリシー間やカリキュラム・ポリシ
ーと教育課程の対応関係を⽰しているものとは⾒受けられない。また、ほか
にカリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリシーの対応関係を説明し
ている資料等もないことから、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポ
リシーに整合したアドミッション・ポリシーが適切に設定されているのか
疑義がある。このため、関連する審査意⾒への対応を踏まえて、本専攻が掲
げるアドミッション・ポリシーがディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・
ポリシーと整合したものとして適切に設定されていることを明確に説明す
るとともに、必要に応じて適切に改めること。 
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【教育課程等】 
２． 審査意⾒１のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性について疑義が

あることから、教育課程全体が妥当であるとの判断をすることができない。
このため、審査意⾒１への対応や以下に例⽰する点を踏まえて、本学科の教
育課程がディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、修得
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すべき知識や能⼒等に係る教育が網羅され、体系性が担保された上で、適切
に編成されていることを明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改め
ること。 

 
（１）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の「資料４」において、ＣＰ２に

基づいて「共通基礎科⽬」が配置されており、当該科⽬区分に配置する科⽬
については DP１からＤＰ４までの４つの DＰと対応していると⾒受けら
れる。しかしながら、同書類の「資料５」においては「共通基礎科⽬」に配
置されている科⽬の⼀部についてＤＰ５との対応関係が⽰されていること
から、カリキュラム・ポリシーを踏まえた教育課程が適切に設定されている
かどうか疑義がある。 

 
（２）ＤＰ１については「設置の趣旨等を記載した書類（本⽂）の「Ⅰ３.看護

学研究科看護学専攻設置の趣旨及び必要性」において「多様な⽂化や価値観
を有する⼈たちへの看護の質の向上のための諸課題を探求していく⼒も求
められる」ことと説明していることを踏まえ、「看護の諸課題を探求する能
⼒を⾝に付けている」ことを掲げているように⾒受けられる。このことにつ
いて、同書類の「Ⅳ３．教育課程の編成の特⾊」において「国籍や性など多
様な⽂化をもつ⼈々の理解とそれに基づく看護について学修『異⽂化異看
護特論』を配置した」と説明していることを踏まえると、当該科⽬の履修を
通じて DP１に掲げる資質・能⼒を涵養すると⾒受けられるが、「設置の趣
旨等を記載した書類（資料）」の「資料５」において当該科⽬と DP１との
関係が⽰されていないことから、当該科⽬が DP5 のみと対応するとするこ
との妥当性に疑義がある。加えて、当該科⽬は選択科⽬であることから、当
該科⽬の履修を通して DP1 に掲げる資質・能⼒を涵養する場合には、当該
科⽬を履修しない学⽣に対して、どの様にして DP１に掲げる資質・能⼒を
修得させるのか判然としない。 

 
【教育研究実施組織】 
３． 教員資格審査において「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」

となった授業科⽬について、当該授業科⽬を担当する教員を専任教員以外の
教員で補充する場合には、当該授業科⽬の教育課程における位置付け等を明
確にした上で、当該教員を後任として補充することの妥当性について説明す
ること。 
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審査意⾒への対応を記載した書類（６⽉） 

 
（是正事項）看護学研究科 
１， ３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシーをいう。以下同じ。）について、以下の点を明確にするとともに、必要
に応じて適切に改めること。なお、3 つのポリシーの整合性については、対応関係が
明確になるよう、図や表を⽤いるなどにより、明確かつ具体的に説明すること。 

 
（１）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の「資料４」において DP と CP の対応関

係が⽰されているが、CP1 についてはいずれの DP とも対応していない。また、「設
置の趣旨等を記載する書類（本⽂）」においても、DP と CP の関係についての記載
が⾒受けられないことから、ディプロマ・ポリシーを踏まえた適切なカリキュラム・
ポリシーが設定されているとは判断できない。このため、ディプロマ・ポリシーに整
合したカリキュラム・ポリシーが適切に設定されていることについて明確かつ具体
的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

 
（２）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）の「【資料２】3 つのポリシーと教育課程の

相関」について本資料は３つのポリシー間やカリキュラム・ポリシーと教育課程の対
応関係を⽰しているものとは⾒受けられない。また、ほかにカリキュラム・ポリシー
とアドミッション・ポリシーの対応関係を説明している資料等もないことから、ディ
プロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに整合したアドミッション・ポリシー
が適切に設定されているのか疑義がある。このため、関連する審査意⾒への対応を踏
まえて、本専攻が掲げるアドミッション・ポリシーがディプロマ・ポリシー及びカリ
キュラム・ポリシーと整合したものとして適切に設定されていることを明確に説明
するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

 
 
（対応） 
（１）当初、CP1 としていたもの（科⽬区分については、「共通基礎科⽬」「専⾨科⽬」「研
究科⽬」の 3 つの科⽬区分を設ける。1 年次前期は共通基礎科⽬、専⾨科⽬を、1 年次後期
以降には、加えて研究科⽬を配置する）は CP 設定の前提を説明したものであり、CP から
は削除し、CP に関する冒頭の説明に加えることとしました。これに伴い、当初 CP2~5 と
していたものを、CP1~4 に改めました。このことは、「設置の趣旨等を記載した書類(本⽂）」
内、「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」の「７．カリキュラム・ポリシー」において修正しまし
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た（下線部）。また、 「Ⅳ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊」の「2.教育課程編成/実施の
⽅針：1）編成の⽅針」において、CP と DP の関係を追記しました(下線部)。 
【資料 4】について、当初は CP と DP の関係のみを図⽰していましたが、更に AP との

関係も⽰す図表を検討し、これを「【資料 3-1】3 つのポリシーの関係（図）」「【資料３-2】
3 つのポリシーの関係（表）」と⼤幅に改めました。（これに伴い、当初の【資料 3】東京医
科⼤学学位規程が【資料４】となりました。） 
 
（２）本意⾒に対しては、上記（１）への対応と共に、「設置の趣旨等を記載した書類（本
⽂）」内、「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」の「８.アドミッション・ポリシー」冒頭に追記しま
した(下線部)。併せて、当初の【資料２】については、「【資料 2】カリキュラム・ツリー」
と内容・名称ともに改めました。 
＊「設置の趣旨等を記載した書類（本⽂）」内、「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」の「7.カリキ
ュラム・ポリシー」に誤記があったため、併せて修正しました（下線部箇所）。 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（本⽂ 8 ページ） 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

７．カリキュラム・ポリシー 
 本研究科修⼠課程は、看護の特徴により
＜基盤看護学領域＞＜こども・⼥性看護学
領域＞＜療養⽀援看護学領域＞＜広域看護
学領域＞の 4 つの領域を置き、各々の看護
の専⾨性を探求する科⽬を配置する。 

基礎的研究能⼒を基盤に看護実践者とし
て実践や教育に還元する看護職、あるいは
将来⾃⽴した教育研究者となる看護職を養
成する「研究コース」に加え、多様化・複雑
化する⼈々のニーズに卓越した看護実践能
⼒で応えることのできる専⾨看護師を養成
する「⾼度実践看護師コース」をおく。 

 
科⽬区分については、「共通基礎科⽬」「専

⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つの科⽬区分を設
ける。1 年次前期は共通基礎科⽬、専⾨科⽬
を、1 年次後期以降には、加えて研究科⽬を

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

７．カリキュラム・ポリシー 
 本研究科修⼠課程は、看護の特徴により
＜基盤看護学領域＞＜こども・⼥性看護学
領域＞＜療養⽀援看護学領域＞＜広域看護
学領域＞の 4 つの領域を置き、各々の看護
の専⾨性を探求する科⽬を配置する。 

基礎的研究能⼒を基盤に看護実践者とし
て実践や教育に還元する看護職、あるいは
将来⾃⽴した教育研究者となる看護職を養
成する「研究コース」に加え、多様化・複雑
化する⼈々のニーズに卓越した看護実践能
⼒で応えることのできる専⾨看護師を養成
する「⾼度実践看護師コース」をおく。 
 
１） 科⽬区分については、「共通基礎科
⽬」「専⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つの科⽬
区分を設ける。 

下記５）本⽂を移⾏ 
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配置する。 
１）「共通基礎科⽬」には、基礎的研究能⼒、

基礎的教育能⼒、⾼度な看護実践能⼒の
基盤を養う科⽬を配置する。 

２） 「専⾨科⽬」には、「共通基礎科⽬」に
おける学修と、各領域に特有の専⾨的知
識・技術を統合し深化する科⽬を配置す
る。 

３） 「研究科⽬」には、「共通基礎科⽬」「専
⾨科⽬」における学修を⼟台に、看護の
質向上に貢献する基礎的研究能⼒を養
う科⽬を配置する。 

 
左記１）５）を前⽂に移⾏ 

 
４）⾼度実践看護師コースは、専⾨看護師

として必要な知識・技術などを⾝につけ
る科⽬を配する。 

 
８．アドミッション・ポリシー 
 本研究科の掲げるディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシーを踏まえ、⼊学受
け⼊れ者に求める能⼒を、研究コース、⾼
度実践看護師コースともに以下の通り定め
る。 
１）看護職として⽣涯に渡り⾃ら学び続け
る意欲を有する⼈ 
２）看護学の専⾨領域における知識・実践
⼒を有する⼈ 
３）研究に関する基礎的知識を有し、論理

的思考のできる⼈ 
４）幅広い視野で事象を捉える⼒と教養を

有する⼈ 
５）将来、看護実践者、研究者、教育者とし
て看護の質向上への貢献を⽬指す⼈ 
 

 
２）「共通基礎科⽬」には、基礎的研究能⼒、

基礎的教育能⼒、⾼度な看護実践能⼒の
基盤を養う科⽬を配置する。 

３） 「専⾨科⽬」には、「共通基礎科⽬」に
おける学修と、各領域に特有の専⾨的知
識・技術を統合し深化する科⽬を配置す
る。 

４） 「研究科⽬」には、「共通基礎科⽬」「専
⾨科⽬」における学修を⼟台に、看護の
質向上に貢献する基礎的研究能⼒を養
う科⽬を配置する。 

５）1 年次前期は共通基礎科⽬、専⾨科⽬
を、1 年次後期以降には、専⾨科⽬に加
えて研究科⽬を配置する。 

６）⾼度実践看護師コースは、専⾨看護師
として必要な知識・技術などを⾝につけ
る科⽬を配する。 

 
８．アドミッション・ポリシー 
 

（追記） 
 
 
 
１）看護職として⽣涯に渡り⾃ら学び続け
る意欲を有する⼈ 
２）看護学の専⾨領域における知識・実践

⼒を有する⼈ 
３）研究に関する基礎的知識を有し、論理

的思考のできる⼈ 
４）幅広い視野で事象を捉える⼒と教養を

有する⼈ 
５）将来、看護実践者、研究者、教育者とし

て看護の質向上への貢献を⽬指す⼈ 
 



−審査意⾒（6 ⽉）−6− 
 

（差替） 
 
【資料 2】カリキュラム・ツリー  
【資料 3-1】3 つのポリシーの関係(図） 
【資料 3-2】3 つのポリシーの関係(表） 

【資料 2】３つのポリシーと教育課程の相
関 
 

（差替） 

 
 

（是正事項） 
２． 審査意⾒１のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性について疑義があること

から、教育課程全体が妥当であるとの判断をすることができない。このため、審査意
⾒１への対応や以下に例⽰する点を踏まえて、本学科の教育課程がディプロマ・ポリ
シー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、修得すべき知識や能⼒等に係る教育が網
羅され、体系性が担保された上で、適切に編成されていることを明確に説明するとと
もに、必要に応じて適切に改めること。 

 
（１）「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の「資料４」において、ＣＰ２に基づいて

「共通基礎科⽬」が配置されており、当該科⽬区分に配置する科⽬については DP１
からＤＰ４までの４つの DＰと対応していると⾒受けられる。しかしながら、同書
類の「資料５」においては「共通基礎科⽬」に配置されている科⽬の⼀部についてＤ
Ｐ５との対応関係が⽰されていることから、カリキュラム・ポリシーを踏まえた教育
課程が適切に設定されているかどうか疑義がある。 

 
（２）ＤＰ１については「設置の趣旨等を記載した書類（本⽂）の「Ⅰ３.看護学研究科

看護学専攻設置の趣旨及び必要性」において「多様な⽂化や価値観を有する⼈たちへ
の看護の質の向上のための諸課題を探求していく⼒も求められる」ことと説明して
いることを踏まえ、「看護の諸課題を探求する能⼒を⾝に付けている」ことを掲げて
いるように⾒受けられる。このことについて、同書類の「Ⅳ３．教育課程の編成の特
⾊」において「国籍や性など多様な⽂化をもつ⼈々の理解とそれに基づく看護につい
て学修『異⽂化異看護特論』を配置した」と説明していることを踏まえると、当該科
⽬の履修を通じて DP１に掲げる資質・能⼒を涵養すると⾒受けられるが、「設置の
趣旨等を記載した書類（資料）」の「資料５」において当該科⽬と DP１との関係が
⽰されていないことから、当該科⽬が DP5 のみと対応するとすることの妥当性に疑
義がある。加えて、当該科⽬は選択科⽬であることから、当該科⽬の履修を通して
DP1 に掲げる資質・能⼒を涵養する場合には、当該科⽬を履修しない学⽣に対して、
どの様にして DP１に掲げる資質・能⼒を修得させるのか判然としない。 
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（対応） 
（１） 当初の【資料 4】において、ご指摘の通り、CP2 と DP5 の対応関係の図⽰が漏れて 
おりました。本件については、上記【設置の趣旨・⽬的等】で頂いた審査意⾒ 1 で対応した
通り、3 ポリシーの関係を図⽰する【資料３-1】、同内容を表⽰する【資料 3-2】で CP と DP
の対応関係を明⽰した際、CP２と DP５の関係についても修正しました。 
また、「設置の趣旨等を記載した書類（本⽂）」内、「Ⅳ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊」

の「2.教育課程編成/実施の⽅針：1）編成の⽅針」に、当初の CP2（修正後 CP１）が全て
の DP に対応することを追記しました(下線部)。 
 
（２）ご指摘を受け、「異⽂化看護特論」は DP1 とも対応することを追記しました。その達
成のために、研究コースでは本科⽬を選択科⽬ではなく必修科⽬と改めます。⾼度実践看護
師コースでは、共通基礎科⽬の必修科⽬「看護倫理特論」内、「価値とは」において、⽂化
的価値を含む価値の多様性を学ぶため、そこからも学びを発展させていくことが可能と考
えます。これらのことから、「Ⅳ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊」の「3．教育課程の特
⾊」 において、共通基礎科⽬、研究科⽬については、各コースで必修となる科⽬名とその
単位数を明⽰しました。専⾨科⽬については各コースで必修の単位数を明⽰しました。 
 上記修正に伴い、【資料５】は「カリキュラム・マップ」とし、名称と内容の⼀部を修正
しました。 
 
＊審査意⾒に「当該科⽬が DP5 のみと対応するとすることの妥当性に疑義がある」とあり

ましたが、DP2 の誤記と思われますので、DP5 については加筆しておりません。 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（本⽂ 11 ページ） 

新 旧 
 Ⅳ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊ 
 

（中略） 
 

２．教育課程編成/実施の⽅針（カリキュラ
ム・ポリシー） 
１）編成の⽅針 
本研究科修⼠課程は、看護の特徴により＜

基盤看護学領域＞＜こども・⼥性看護学領
域＞＜療養⽀援看護学領域＞＜広域看護学
領域＞の 4 つの領域を置き、各々の看護の

Ⅳ 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊ 
 

（中略） 
 
２．教育課程編成/実施の⽅針（カリキュラ
ム・ポリシー） 
１）編成の⽅針 
本研究科修⼠課程は、看護の特徴により＜

基盤看護学領域＞＜こども・⼥性看護学領
域＞＜療養⽀援看護学領域＞＜広域看護学
領域＞の 4 つの領域を置き、各々の看護の
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専⾨性を探求する科⽬を配置する。 
基礎的研究能⼒を基盤に看護実践者とし

て実践や教育に還元する看護職、あるいは
将来⾃⽴した教育研究者となる看護職を養
成する「研究コース」に加え、多様化・複雑
化する⼈々のニーズに卓越した看護実践能
⼒で応えることのできる専⾨看護師を養成
する「⾼度実践看護師コース」をおく。 

科⽬区分については、「共通基礎科
⽬」「専⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つ     

を設ける。1 年次前期は共通基礎科
⽬、専⾨科⽬を、1 年次後期以降には、   

加えて研究科⽬を配置する。 
（１）「共通基礎科⽬」には、基礎的研究能

⼒、基礎的教育能⼒、⾼度な看護実践能⼒
の基盤を養う科⽬を配置する。すべての
ディプロマ・ポリシーに対応する。 

（２） 「専⾨科⽬」には、「共通基礎科⽬」
における学修と、各領域に特有の専⾨的
知識・技術を統合し深化する科⽬を配置
する。ディプロマ・ポリシー1）「諸課題を
探求する能⼒」、2）「⾼度な看護実践能
⼒」、4）「基礎的教育能⼒」、5）「実践現場
における課題解決に活⽤・応⽤する⼒」に
対応する。 

（３）「研究科⽬」には、「共通基礎科⽬」
「専⾨科⽬」における学修を⼟台に、看
護の質向上に貢献する基礎的研究能⼒
を養う科⽬を配置する。これらの科⽬は
ディプロマ・ポリシー1）「諸課題を探求
する能⼒」、3）「基礎的研究能⼒」、さら
に、5）「実践現場における課題解決に活
⽤・応⽤する⼒」に対応する。 

（４）⾼度実践看護師コースは、専⾨看護
師として必要な知識・技術などを⾝につけ
る科⽬を配置する。すべてのディプロマ・

専⾨性を探求する科⽬を配置する。 
基礎的研究能⼒を基盤に看護実践者とし

て実践や教育に還元する看護職、あるいは
将来⾃⽴した教育研究者となる看護職を養
成する「研究コース」に加え、多様化・複雑
化する⼈々のニーズに卓越した看護実践能
⼒で応えることのできる専⾨看護師を養成
する「⾼度実践看護師コース」をおく。 
（１） 科⽬区分については、「共通基礎科

⽬」「専⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つの科⽬
区分を設ける。1 年次前期は共通基礎科
⽬、専⾨科⽬を、1 年次後期以降には、専
⾨科⽬に加えて研究科⽬を配置する。 

（２）「共通基礎科⽬」には、基礎的研究能
⼒、基礎的教育能⼒、⾼度な看護実践能⼒
の基盤を養う科⽬を配置する。 

（追記） 
（３） 「専⾨科⽬」には、「共通基礎科⽬」

における学修と、各領域に特有の専⾨的
知識・技術を統合し深化する科⽬を配置
する。                                 

       
（追記） 

 
 
（４）「研究科⽬」には、「共通基礎科⽬」

「専⾨科⽬」における学修を⼟台に、看
護の質向上に貢献する基礎的研究能⼒
を養う科⽬を配置する。 

 
 

（追記） 
 

（５）⾼度実践看護師コースは、専⾨看護師
として必要な知識・技術などを⾝につけ
る科⽬を配置する。 
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ポリシーに対応する。 
 

（差替） 
 
 
【資料 3-1】3 つのポリシーの関係（図） 
【資料 3-2】3 つのポリシーの関係（表） 
【資料 5】カリキュラム・マップ 

 

（中略） 

 
３．教育課程の編成の特⾊ 
１）本研究科の教育課程 

本研究科の教育課程は、「共通基礎科⽬」
「専⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つの科⽬区分
を設ける。  

 
（１）共通基礎科⽬ 

 【共通基礎科⽬】は、看護実践の基盤と
なる理論的知識、研究・教育能⼒の基盤と
なる専⾨的知識、⾼度な臨床判断の基盤と
なる医学的知識を学修する科⽬群であり、
【専⾨科⽬】【研究科⽬】の学修の基盤とな
る。 

⾼度な看護実践能⼒を養う科⽬として、
看護実践の基盤となる看護諸理論について
学修する「看護理論特論」、看護実践にお
ける倫理的問題・課題を明確にし、関係者
間での倫理調整のための基本を学修する
「看護倫理特論」(⾼度実践看護師コース
必修 2 単位）、国籍や性など多様な⽂化を
もつ⼈々の理解とそれに基づく看護につい
て学修する「異⽂化看護特論」（研究コー
ス必修 2 単位）を配置した。また、対象の
⾝体状況を診査し、臨床看護判断を⾏うた
めに必要な知識・技術を修得する「フィジ

（追記） 
【資料 4】カリキュラム・ポリシーとディプ
ロマ・ポリシーの関係 
【資料 5】教育課程とディプロマ・ポリシー
の相関 
 

（差替） 
 

 

（中略） 

 

３．教育課程の編成の特⾊ 
１）本研究科の教育課程 

本研究科の教育課程は、「共通基礎科⽬」
「専⾨科⽬」「研究科⽬」の 3 つの科⽬区分
を設ける。  

 
（１）共通基礎科⽬ 

 【共通基礎科⽬】は、看護実践の基盤と
なる理論的知識、研究・教育能⼒の基盤と
なる専⾨的知識、⾼度な臨床判断の基盤と
なる医学的知識を学修する科⽬群であり、
【専⾨科⽬】【研究科⽬】の学修の基盤とな
る。 

⾼度な看護実践能⼒を養う科⽬として、
看護実践の基盤となる看護諸理論について
学修する「看護理論特論」、看護実践にお
ける倫理的問題・課題を明確にし、関係者
間での倫理調整のための基本を学修する
「看護倫理特論」           

、国籍や性など多様な⽂化を
もつ⼈々の理解とそれに基づく看護につい
て学修する「異⽂化看護特論」 

を配置した。また、対象の
⾝体状況を診査し、臨床看護判断を⾏うた
めに必要な知識・技術を修得する「フィジ
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カルアセスメント」、対象の特性・症状に
基づいた薬剤使⽤の判断、投与後モニタリ
ング、服薬アドヒアランス向上等の援助に
必要な知識・技術を修得する「臨床薬理
学」、対象の病態⽣理学的変化をエビデン
スに基づき解釈し臨床看護判断を⾏うため
に必要な知識・技術を修得する「病態⽣理
学」を配置した（いずれも⾼度実践看護師
コース必修、各 2 単位）。 

基礎的研究能⼒を修得する科⽬として、
看護学の研究の意義、基本的な研究⽅法、
研究プロセスについて学修する「看護研究
⽅法論Ⅰ」(両コースとも必修 2 単位）、保
健・医療・福祉における問題の発⾒と解決
に必要な統計学の考え⽅を理解し、その標
準的⼿法を学修する「医療データサイエン
ス特論」(研究コース必修 1 単位）、量的研
究の読解とクリティーク、および看護に関
連するデータを⽤いて統計学的解析⼿法を
学修する「看護研究⽅法論Ⅱ」(研究コー
ス必修 1 単位）を配置した。 

基礎的教育能⼒を修得する科⽬として、
看護学の基礎教育および現任教育の特徴、
教育の展開に必要な理論、プロセスについ
て学修する「看護教育特論」(両コースと
も必修 2 単位）、質の⾼い看護サービス提
供のための基本的なマネジメントにかかる
理論・⽅法について学修する「看護マネジ
メント特論」(両コースとも必修 2 単位）、
保健・医療・福祉の場において各種ケアを
提供する専⾨職が直⾯する問題の解決のた
めの具体的援助⽅法としてコンサルテーシ
ョンの理論・⽅法について学修する「コン
サルテーション特論」を配置した。 
なお、「看護理論特論」「看護倫理特論」「看
護教育特論」「看護マネジメント特論」「コ

カルアセスメント」、対象の特性・症状に
基づいた薬剤使⽤の判断、投与後モニタリ
ング、服薬アドヒアランス向上等の援助に
必要な知識・技術を修得する「臨床薬理
学」、対象の病態⽣理学的変化をエビデン
スに基づき解釈し臨床看護判断を⾏うため
に必要な知識・技術を修得する「病態⽣理
学」を配置した。 

 
基礎的研究能⼒を修得する科⽬として、

看護学の研究の意義、基本的な研究⽅法、
研究プロセスについて学修する「看護研究
⽅法論Ⅰ」            、保
健・医療・福祉における問題の発⾒と解決
に必要な統計学の考え⽅を理解し、その標
準的⼿法を学修する「医療データサイエン
ス特論」            、量的
研究の読解とクリティーク、および看護に
関連するデータを⽤いて統計学的解析⼿法
を学修する「看護研究⽅法論Ⅱ」      

を配置した。 
基礎的教育能⼒を修得する科⽬として、

看護学の基礎教育および現任教育の特徴、
教育の展開に必要な理論、プロセスについ
て学修する「看護教育特論」      

、質の⾼い看護サービス提
供のための基本的なマネジメントにかかる
理論・⽅法について学修する「看護マネジ
メント特論」            、
保健・医療・福祉の場において各種ケアを
提供する専⾨職が直⾯する問題の解決のた
めの具体的援助⽅法としてコンサルテーシ
ョンの理論・⽅法について学修する「コン
サルテーション特論」を配置した。 
なお、「看護理論特論」「看護倫理特論」「看
護教育特論」「看護マネジメント特論」「コ
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ンサルテーション特論」「看護研究⽅法論
Ⅰ」は専⾨看護師教育課程規準（共通科⽬
A）、「フィジカルアセスメント」「臨床薬理
学」「病態⽣理学」は、同規準（共通科⽬ B）
に⽰される⾼度実践看護師の機能を⾝につ
けるための科⽬でもある。 
 

（差替） 
 
 
【資料３-1】３つのポリシーの関係(図） 
【資料 3-2】3 つのポリシーの関係(表） 
【資料５】カリキュラム・マップ 
 
（２）専⾨科⽬              

【専⾨科⽬】は、各専⾨領域の対象の特
性に応じた、⾼度な看護実践の基盤となる
知識・技術を習得する科⽬群である。看護
の特徴により、＜基盤看護学領域＞＜こど
も・⼥性看護学領域＞＜療養⽀援看護学領
域＞＜広域看護学領域＞の 4 つの領域を設
け、各領域の専⾨性を探究する科⽬を配置
した。 

各領域における主要な概念・理論、様々
な援助⽅法、国内外の最新の知⾒などを学
修する「特論」、特定の課題に対する⾃⼰
学習とそれに基づく討論を通し探究する
「演習」をおく（研究コース：各分野の特
論 4 単位、演習 4 単位必修。⾼度実践看護
師コース：各分野の特論および演習計 14
単位必修）。 

加えて、「⾼度実践看護師コース」では
専⾨看護師の 6 つの役割（実践、調整、倫
理調整、コンサルテーション、教育、研
究）を果たす能⼒を修得する「実習」をお
く（10 単位必修）。 

ンサルテーション特論」「看護研究⽅法論
Ⅰ」は専⾨看護師教育課程規準（共通科⽬
A）、「フィジカルアセスメント」「臨床薬理
学」「病態⽣理学」は、同規準（共通科⽬ B）
に⽰される⾼度実践看護師の機能を⾝につ
けるための科⽬でもある。 
【資料４】カリキュラム・ポリシーとディ
プロマ・ポリシーの関係  
【資料５】教育課程とディプロマ・ポリシ
ーの相関 
 

（差替） 
 
 
（２）専⾨科⽬              

【専⾨科⽬】は、各専⾨領域の対象の特
性に応じた、⾼度な看護実践の基盤となる
知識・技術を習得する科⽬群である。看護
の特徴により、＜基盤看護学領域＞＜こど
も・⼥性看護学領域＞＜療養⽀援看護学領
域＞＜広域看護学領域＞の 4 つの領域を設
け、各領域の専⾨性を探究する科⽬を配置
した。 

各領域における主要な概念・理論、様々
な援助⽅法、国内外の最新の知⾒などを学
修する「特論」、特定の課題に対する⾃⼰
学習とそれに基づく討論を通し探究する
「演習」をおく。 

 
（追記） 

 
加えて、「⾼度実践看護師コース」では

専⾨看護師の 6 つの役割（実践、調整、倫
理調整、コンサルテーション、教育、研
究）を果たす能⼒を修得する「実習」をお
く（10 単位必修）。 
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（中略） 

 

（３）研究科⽬ 
【研究科⽬】は、各領域の実践に根差す研
究課題を、研究⼿法、研究倫理などの知識
を⽤いて科学的に分析し、研究論⽂を作成
する科⽬群である。研究コースでは「特別
研究Ⅰ」「特別研究Ⅱ」（両科⽬計 8 単位必
修）を、⾼度実践看護師コースでは「課題研
究」(4 単位必修）をおく。 
                     
２）⾼度実践看護師コース 

⾼度実践看護師コースでは、がん看護専
⾨看護師、精神看護専⾨看護師、⼩児看護
専⾨看護師の各資格認定審査に必要な科⽬
を配置する。 
 

 

（中略） 

 

（３）研究科⽬ 
【研究科⽬】は、各領域の実践に根差す研
究課題を、研究⼿法、研究倫理などの知識
を⽤いて科学的に分析し、研究論⽂を作成
する科⽬群である。研究コースでは「特別
研究Ⅰ」「特別研究Ⅱ」          

を、⾼度実践看護師コースでは「課題研
究」             をおく。 
                     
２）⾼度実践看護師コース 

⾼度実践看護師コースでは、がん看護専
⾨看護師、精神看護専⾨看護師、⼩児看護
専⾨看護師の各資格認定審査に必要な科⽬
を配置する。 

 
 
【教育研究実施組織】 

３． 教員資格審査において「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」となっ
た授業科⽬について、当該授業科⽬を担当する教員を専任教員以外の教員で補充する
場合には、当該授業科⽬の教育課程における位置付け等を明確にした上で、当該教員
を後任として補充することの妥当性について説明すること。 

 
（対応） 
教員資格審査において「不可」となったのは、授業科⽬の判定（科⽬）教員 2 名、延べ５科
⽬のみであり、 
（１）調書番号７伊藤綾⼦准教授が不可となった看護理論特論、看護教育特論、フィジカル
アセスメントの３科⽬については、科⽬責任者の調書番号１阿部幸恵教授との「共同」授業
であったのため、調書番号１阿部幸恵教授の単独科⽬と改めます。 
（２）調書番号 13 新井志穂講師が不可となった公衆衛⽣学特論Ⅰ・Ⅱについては、オムニ
バス形式担当回は、特論Ⅰ２コマ、特論Ⅱ1 コマのみであった為、科⽬責任者の調書番号②
鈴⽊良美教授が３コマを追加担当することで対応します。 
よって、「専任教員以外の教員で補充する」ことはありません。 
 



−審査意⾒（6 ⽉）−13− 
 

（新旧対照表）シラバス、教育課程等の概要、授業科⽬の概要 
新 旧 

看護理論特論 
看護教育特論 
・科⽬責任者：阿部幸恵 
・科⽬担当者：阿部幸恵 
フィジカルアセスメント 
（オムニバス・共同（⼀部）） 
・科⽬責任者：阿部幸恵 
・科⽬担当者：阿部幸恵・原⽥芳⺒ 
 
公衆衛⽣学特論Ⅰ 
公衆衛⽣学特論Ⅱ 
（オムニバス・共同（⼀部）） 
・科⽬責任者：鈴⽊良美 
・科⽬担当者：鈴⽊良美・⼭⼝拓允 

看護理論特論（共同） 
看護教育特論（共同） 
・科⽬責任者：阿部幸恵 
・科⽬担当者：阿部幸恵・伊藤綾⼦ 
フィジカルアセスメント 
（オムニバス・共同（⼀部） 
・科⽬責任者：阿部幸恵 
・科⽬担当者：阿部幸恵・伊藤綾⼦・原⽥芳
⺒ 
公衆衛⽣学特論Ⅰ 
公衆衛⽣学特論Ⅱ 
（オムニバス・共同（⼀部）） 
・科⽬責任者：鈴⽊良美 
・科⽬担当者：鈴⽊良美・⼭⼝拓允・新井志
穂 

 


